
令和 4 年 11 月 17 日 

ご利用の皆様へ 

飲食に関する制限の一部解除について 

（お知らせ） 

 

施設利用における利用制限の段階的緩和につきまして、令和３年１０月 
１７日より随時お知らせしておりますが、次のとおり利用制限の一部を 
解除いたします。 

 

＜実施期間＞ 
 
令和 4 年 11 月 24 日（木）～ 

＜対象施設＞ 
 
おあしす内施設、およびフリースペース 
※吉川市立図書館、リハーサル室を除く 

＜利用制限の一部解除内容＞ 
 
・対象施設において、新型コロナウイルス感染防止対策の観点から、
以下の＜ご利用の条件＞を遵守していただくことを条件として、 
飲食を可能といたします。 

＜ご利用の条件＞ 
 
・飲食の際は、黙食をお願いいたします。 
また、距離の確保、非対面での飲食等の感染防止対策の実施を 
お願いいたします。 

 

・パーティー形式の食事、大皿等からの取り分けや飲食物のシェアは 
禁止とさせていただきます。 

 

・飲食時以外はマスクの着用をお願いいたします。 
 

・飲酒やアルコール飲料の試飲等は禁止とさせていただきます。 

また、ノンアルコール飲料につきましても、他のご利用者に誤解を 
招き、トラブルの原因となる恐れがございますので、禁止とさせて 
いただきます。 

 

・上記に限らず、その他の感染防止対策の実施（消毒、換気等）に 
ついても、引き続きご協力いただきますようお願いいたします。 

 

吉川市民交流センターおあしす 


